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(57)【要約】
特に粉体研磨デバイスのための粉体チャンバ（１０）は
、筐体（１２）及び２つの機能区分（２０、４０）を備
え、２つの機能区分（２０、４０）は、互いに反対側に
あるように構成され、少なくとも１つの機能区分（２０
、４０）は、空気又は粉体・空気混合物等の作動媒体の
ための開口（２２、４２）を設けるように設計され、２
つの機能区分（２０、４０）は、粉体チャンバ（１０）
の係止を可能にするように設計される。２つの機能区分
は、好ましくは、軸（Ｒ）に沿って配置され、回転対称
である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に粉体研磨デバイス用の粉体チャンバ（１０）であって、
　筐体（１２）と、
　互いに反対側に配置されて、少なくとも一方が空気又は粉体・空気混合物等の作動媒体
のための開口（２２、４２）をなすように構成され、少なくとも一方が当該粉体チャンバ
（１０）を係止可能となるように構成された２つの機能区分（２０、４０）と、を備えた
ことを特徴とする、
　粉体チャンバ（１０）。
【請求項２】
　第１の機能区分（２０）は、前記筐体（１２）に対し形状的・強制的に嵌合するように
接続される、特に取り外し可能に接続される底板（２１）であることを特徴とする請求項
１に記載の粉体チャンバ（１０）。
【請求項３】
　第２の機能区分（４０）は、前記筐体に対し形状的・強制的に嵌合するように配置され
る取り外し可能な閉鎖要素（４１）として構成されたことを特徴とする請求項１又は２に
記載の粉体チャンバ（１０）。
【請求項４】
　前記係止により当該粉体チャンバ（１０）が封止され、前記係止は前記２つの機能区分
（２０、４０）のうちの一方から他方に向けられる軸（Ｒ）に沿った力の印加によってな
されることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の粉体チャンバ（１０）。
【請求項５】
　第１の機能区分（２０）は、圧縮空気たる作動媒体用の入口（２２）として構成された
開口（２２）を備えることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の粉体チャ
ンバ（１０）。
【請求項６】
　第２の機能区分（４０）は、粉体・空気混合物用の混合物出口（４４）としての開口（
４２）を備えることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の粉体チャンバ（
１０）。
【請求項７】
　前記開口（４２）は、前記２つの機能区分（２０、４０）の一方から他方に向けられる
軸（Ｒ）に平行な中心開口であり、前記混合物出口４４は、当該粉体チャンバ（１０）の
内側に対向するとともに、前記軸（Ｒ）に角度をなして、好ましくは前記軸（Ｒ）に直交
して配置されることを特徴とする請求項６に記載の粉体チャンバ（１０）。
【請求項８】
　回転対称に構成され、前記機能区分（２０、４０）の前記開口（２２、４２）は回転軸
（Ｒ）上に略位置することを特徴とする請求項６又は７に記載の粉体チャンバ（１０）。
【請求項９】
　前記機能区分（２０、４０）の少なくとも一方は、当該粉体チャンバ（１０）の横変位
を防止するように構成された凹部（３０）を備えることを特徴とする請求項１から８のい
ずれか一項に記載の粉体チャンバ（１０）。
【請求項１０】
　一部又は全部が磁性体であることを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の
粉体チャンバ（１０）。
【請求項１１】
　特に粉体研磨デバイス用のステーション（６０）であって、
　粉体チャンバ（１０）を保持するように構成され、形状的・強制的に嵌合するように接
続された、互いに略反対側の２つの接続区分（６１、６２）を備えたことを特徴とする、
　ステーション（６０）。
【請求項１２】
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　前記接続区分（６１、６２）の少なくとも一方を移動させて、前記粉体チャンバ（１０
）を係止可能とするように構成された固定機構を備えたことを特徴とする請求項１１に記
載のステーション（６０）。
【請求項１３】
　前記粉体チャンバ（１０）を配置し易くするように構成された構成補助具を備えたこと
を特徴とする請求項１１又は１２に記載のステーション（６０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に歯科衛生において使用される粉体研磨デバイスのための粉体チャンバ、
及び粉体チャンバのためのステーションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書で説明する種類の粉体研磨デバイスは、粉体・空気混合物を使用して歯の表面
をクリーニングする専門の歯科衛生において使用されるものである。公知のデバイスにお
いて、必要な粉体は、粉体研磨デバイス自体の内部又は外部に配置した粉体チャンバの中
において利用可能である。
　例えば、ＥＰ００９７２８８Ｂ１は、粉体容器を有する粉体研磨デバイスを開示してお
り、粉体容器の中に圧縮ガスを導入し、粉体容器の中に位置する粉体を旋回させ、粉体を
粉体・空気混合物として、出口開口を介して取り出し可能にする。粉体容器は、粉体研磨
デバイスの内側にあり、粉体は、常に上から再充填できる。しかし、粉体を粉体研磨デバ
イス内に直接充填するこうしたシステムは、特に異なる種類の粉体の交換が必要である場
合、融通が利かない。
【０００３】
　本出願人の開発に基づくＵＳ７，９８０，９２３Ｂ２又はＤＥ１０２０１２１０９７９
７Ｂに開示されているチャンバ等、外側に配置するチャンバは、この点では利点を示すが
、安全構成を一切含んでおらず、したがって、加圧下でチャンバが開放されることがある
。更に、粉体チャンバを粉体研磨デバイスに接続する接続区分又は接続器は、緻密に設計
されている。というのは、接続区分又は接続器は、粉体チャンバの係止手段のみならず、
粉体・空気混合物を取り出す排出部も含める必要があるためである。
　特に、粉体・空気混合物の取り出しに関して、こうした接続器の領域内に汚染があるこ
とが多く、このことは、例えば再充填後の粉体チャンバの取り替えは、入念な洗浄の後に
しかができないことを意味する。このことは、迅速で効果的な作業を妨げる。更に、粉体
チャンバの取付けには、接触母材が正確に「当たる」ことが必要であるため、技能を必要
とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＥＰ００９７２８８Ｂ１
【特許文献２】ＵＳ７，９８０，９２３Ｂ２
【特許文献３】ＤＥ１０２０１２１０９７９７Ｂ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、特に粉体研磨デバイスのための粉体チャンバ、粉体チャンバ又は粉体
研磨デバイスのためのステーション、及び粉体研磨デバイスを動作させる方法を提供する
ことである。本発明は、上記の欠点をなくすが、それにもかかわらず、単純で費用対効果
の高い設計をもつ。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　この目的は、請求項１に記載の粉体チャンバ及び請求項１１に記載のステーションによ
って達成される。本発明の他の利点及び特徴は、下位請求項、明細書及び添付の図面から
得られる。
【０００７】
　本発明によれば、特に歯科衛生において使用される粉体研磨デバイスのための粉体チャ
ンバは、筐体及び２つの機能区分を備え、２つの機能区分は、実質的に互いに反対側に配
置され、少なくとも１つの機能区分は、空気、特に圧縮空気又は粉体・空気混合物等の作
動媒体のための開口を設けるように設計され、２つの機能区分は、粉体チャンバの係止を
可能にするように設計される。本発明の一実施形態によれば、２つの機能区分は、好まし
くは、軸に沿って配置され、回転対称である。
【０００８】
　一般に、最も近い最新技術から公知の粉体チャンバは、１つの機能区分のみを有し、こ
の１つの機能区分により、係止機能及び作動媒体の供給・取出し機能をもたらさなければ
ならないが、上述の粉体チャンバは、２つの機能区分という利点を有し、したがって、必
要な場合に２つの機能を分離する。
　２つの機能区分が互いに反対側に配置されていることは、粉体チャンバを、固定、圧縮
又は他の方法で操作することによって、特に力／圧力の増加により、係止、封止できると
いう効果を有する。様々な実施形態では、係止及び封止に必要な力、特に、有利には粉体
チャンバに沿って、具体的には粉体チャンバの長尺方向に作用する閉鎖力は、約５から８
００Ｎの範囲内にある。
【０００９】
　一実施形態によれば、実質的に漏斗形状の挿入体等の挿入体／粉体容器は、粉体チャン
バ、特に筐体の内側に配置され、重炭酸塩粉体等の粉体を保持するように働く。一実施形
態によれば、挿入体は、「２重漏斗」として設計することもでき、「２重漏斗」は、第１
の漏斗形状区分で開始し、次に円筒形区分が続き、次に別の漏斗形状区分が続く。この構
成は、かなり効果的に粉体の詰まり又は塞ぎを防止する。
　一実施形態によれば、粉体・空気混合物を混合又は生成するように働くベンチュリ・ノ
ズルを粉体チャンバ内に設ける。一実施形態によれば、筐体及び挿入体（及び更にはベン
チュリ・ノズル）は、プラスチック材料製である。有利には、このプラスチック材料は、
透明プラスチックであり、粉体充填レベルの監視を可能にする。適切には、筐体も透明で
あるか、又は少なくとも部分的に透明である。更に、透明であることにより、オペレータ
が、例えば異なる多様な味に対応する異なる色の粉体、又は粉体の粒径を認識可能にする
。好適な粉体は、炭酸水素ナトリウム、炭酸カルシウム、エリスリトール及び／又はグリ
シンであり、好ましくは、平均粒径サイズは、１０から１５０μｍの間である。
【００１０】
　一実施形態によれば、筐体は、回転対称形状、即ち、円筒形であり、例えば、約５から
１５ｃｍの直径を有する。一実施形態によれば、円筒形粉体チャンバは、ステーション又
は対応する粉体研磨デバイス上に直立配置される。
【００１１】
　ステーションに関して、一実施形態によれば、この用語は、粉体研磨デバイスという用
語と同義に理解されると述べるべきである。このことは、ステーションが、動作手段、表
示装置、ハンドヘルド・デバイスのため等の電気式及び機械式接続器を含み得ることを意
味する。代替的に、ステーションは、粉体チャンバを収容する構成要素又は手段のみを意
味することもできる。そのような設計のステーションは、おそらく、薬剤ではなく、機械
式及び電気式接続器、圧力を調節する動作手段等も含み得る。
【００１２】
　一実施形態によれば、第１の機能区分は、筐体と、特に接続、分離できるように形状的
・強制的に嵌合するように接続する底板形状である。第１の機能区分又は底板は、適切に
は（同様に）プラスチック材料製であり、プラスチック材料は、特に費用の点で有利であ
り、単純な様式で広範囲の設計を可能にする。筐体内又は筐体上への取付け部は、例えば
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適切なねじ山により、内側及び／又は外側にあることができる。しかし、例えば、底板を
、適合設計した筐体又は挿入体の中にただ差し込むように、底板又は筐体を設計すること
も可能である。この場合、底板は、筐体又はおそらくは挿入体に少なくともわずかな圧縮
応力を印加することによって係止される。
　第１の機能区分は、分離できるため、筐体への都合のよいアクセスを設け、このアクセ
スを通じて、例えば、上記挿入体及び／又は上記ベンチュリ・ノズルを粉体チャンバ内に
配置できる。適切には、アクセスは、筐体と同じ断面を有する。言い換えれば、粉体チャ
ンバの完全な「底部」は、底部を取り外しできるように設計されている。
【００１３】
　一実施形態によれば、第２の機能区分は、－特に取り外し可能な－閉鎖要素として設計
され、閉鎖要素は、筐体に対し形状的・強制的に嵌合するように配置されるか又は取り付
けられ、特に、留められる。一実施形態によれば、筐体は、閉鎖要素の領域で先細であり
、事実上、一種のボトルネックを形成している。閉鎖要素を取り付けていない場合、アク
セス、特に丸又は円形アクセスが粉体チャンバ内に同様にもたらされ、このアクセスは、
約２０から４５ｍｍ、特に約２５から３５ｃｍの直径を有する。この「ネック」又はこの
より小さい断面を介して、粉体チャンバへのアクセスも設けられ、このアクセスを通じて
、粉体を迅速且つ単純に充填できる。粉体チャンバは、上側領域に先細断面を有する必要
はないことを述べるべきである。ここで、例えば、ねじ山により、押込み又は非押込み接
続を確立することもできる。
【００１４】
　第２の機能区分は、第１の機能区分の反対側にある。したがって、適切には直立位置に
ある好ましい円筒形筐体に対して、下側（第１の）機能区分及び上側（第２の）機能区分
と表すことも可能である。
　しかし、機能区分は、左及び右の機能区分とすることもできる。というのは、係止の種
類は、空間の位置に依存するのではなく、２つの機能区分の互いに対する位置に依存する
ためであり、機能区分は、２つの機能区分を接続する軸、例えば、粉体チャンバの回転軸
に沿って又は軸に平行に力を加える筐体において、粉体チャンバを支持又は固定する等が
可能になるように設計しなければならない。より一般論的には、力は、第１の機能区分か
ら第２の機能区分への方向及び／又はもう一方の方向に印加可能である。
【００１５】
　適切には、２つの機能区分は、外側に、実質的に回転軸にわたって延在する圧力表面又
は圧力印加表面を備え、圧力表面又は圧力印加表面は、粉体チャンバに対して圧力又は力
を与えるように設計される。これらの表面は、丸く、特に円形及び／又はリング形状でも
あり、適切に平坦であるか、又は実質的に平滑である。圧力／力を印加する領域の典型的
なサイズは、５から１５ｃｍの範囲内である。
【００１６】
　一実施形態によれば、第２の機能区分は、筐体に挿入できる栓として設計され、この栓
は、円筒形に形成されるか、又は少なくとも断面は円錐形若しくは切頭円錐として形成さ
れる。そのような閉鎖要素又はそのような栓は、好ましくは回転を伴わずに挿入、取り外
すことができ、筐体を保管及び取り扱う目的で確実に閉鎖するのに十分なものである。し
たがって、円周方向に、実質的に平滑な封止表面が達成され、封止表面は、回転対称筐体
の例と共に留まるために、回転軸に向かって傾斜するか、又は平行に延在させることもで
きる。
　一実施形態によれば、栓は、斜めに、異なる直径の領域を有する状態で設計でき、これ
により、封止表面を実質的に回転軸に対して垂直に延在可能にする。有利には、栓は、片
手で操作でき、片手で閉鎖要素に栓をはめ、栓を外すことを可能にする。通常はねじ接続
には両手が必要であるが、上記栓は、例えば、親指で栓を簡単に押し入れ、押し出すこと
によって取り付けることができるため、片手操作を可能にする。
【００１７】
　（特に封止表面の点で）閉鎖要素の構成及びその設計について述べたことは、底要素の
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設計及び構成にも適用でき、その逆も同様である。筐体と（取り外し可能）機能区分との
間の封止を最適化するために、Ｏリングの形態の封止要素は、封止領域の設計／形態に加
えて、適切な場所に設けられる。
【００１８】
　一実施形態によれば、筐体及び第１の機能区分又は底板は、一体部品で作製することも
できるが、この場合、入口又はベンチュリ・ノズルの配置が可能であるような他のアクセ
スを設計する必要がある。
【００１９】
　一実施形態によれば、特に、粉体チャンバの係止が、一方の機能区分からもう一方の機
能区分に軸に沿った力、特に、例えば回転軸に沿った力の印加によってもたらされた際に
、粉体チャンバの係止により粉体チャンバが圧迫封止されるように粉体チャンバを設計し
、この力は、例えば、様々な実施形態に応じて約５から８００Ｎの範囲内にある。このこ
とは、例えば、ユーザが閉鎖要素を筐体内又は筐体上に配置することによって、チャンバ
を閉鎖、封止することを意味するが、この構成は、まだ筐体／粉体チャンバを圧迫封止可
能ではない。このことは、第１の機能区分又は底板に同様に、対応して適用される。
　実際の圧迫封止は、粉体チャンバと、例えば、粉体チャンバ又は筐体及び機能区分を固
定又は支持する、対応する構成／ステーションとの係止のみによって及ぼされる。このた
め、有利には、２つの機能区分は、実質的に互いに反対側に配置され、２つの機能区分の
間に延在する軸に沿った粉体チャンバの支持又は固定を可能にする。適切には、力は、２
つの既に述べた機能区分の力印加領域／圧力表面を介して印加される。実施形態に応じて
、Ｏリング等の封止材／封止体を使用して圧力損失に対する封止機能を向上させることが
できる。
【００２０】
　追加又は代替として、係止手段は、媒体を供給／取り出すための接続部、即ち、特に機
能区分の入口／出口も（密に）結合する。
【００２１】
　一実施形態によれば、実際には、機能区分が係止機能のみを有するように、粉体チャン
バ自体をステーション内に「密に」配置することもできる。このことは、ねじ接続等の適
切な押込み又は非押込み接続を介して行うことができ、この接続を通して、機能区分（複
数可）は、粉体チャンバ内に配置される。
【００２２】
　一実施形態によれば、粉体チャンバは、約２．０から５．５バールの圧力負荷に好適に
設計／構築される。最少圧力は約１バールの範囲内である一方で、最大圧力は約１０バー
ルの範囲内である。
【００２３】
　一実施形態によれば、第１の機能区分は、媒体、特に（圧縮）空気のための入口として
設計した開口を備える。一実施形態によれば、第２の機能区分は、媒体、特に空気又は粉
体・空気混合物のための出口として設計した開口を備える。適切には、空気は、下から供
給する一方で、粉体・空気混合物は、第２の上側機能区分を介して取り出される。したが
って、適切には、粉体等が下側機能区分に溜まり、機能区分を汚染することを容易に防止
できる。
　上記に加えて、説明した構成は、圧縮空気を上部で取り込み、粉体・空気混合物を底部
で取り出すように、完全に反対に設計することもできる。入口及び出口は、機能区分内に
配置することもできる。粉体チャンバのために本明細書で選択した、－支持又は固定によ
る－係止手段により、ステーション／粉体研磨デバイスの接続器又は接続区分は、明らか
により単純な設計にでき、開始時から残留する粉体による汚染をほぼ防止する。
【００２４】
　閉鎖要素が粉体・空気混合物のための出口を形成する場合、大きな利点であることがわ
かっている。というのは、これにより、例えば、断面又は向きが異なる出口を有する異な
る閉鎖要素の使用により、超可変粉体チャンバ・システムを非常に迅速に提供できるため
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である。
　一実施形態によれば、閉鎖要素の出口は、例えば、実質的に水平な穿孔穴によって、出
口が閉鎖要素内の横に形成されるように設計し、穿孔穴は、一実施形態によれば、垂直穿
孔穴に併合し、最終的に、粉体・空気混合物を外側に導く。最初の水平穿孔穴は、出口が
、ベンチュリ・ノズルに沿って実質的に延在する主流方向にないという利点を有する。こ
の形状又はこの経路は、作製が比較的容易である（２つの単純な穿孔穴のみ）だけでなく
、自在に拡張又は適合させることもできる。
【００２５】
　好ましい実施形態によれば、粉体チャンバは、回転対称に形成され、機能区分の開口は
、適切に回転軸上にある。このことは、特に、粉体チャンバの取扱いを容易にする。とい
うのは、粉体チャンバをステーション又は粉体研磨デバイスに配置する際、オペレータは
、例えば、特定の角度がステーションに対して維持される必要があるかどうかを注視する
必要がないためである。機能区分が２つの開口を有する場合でさえ、これらは、一方がも
う一方を環状に囲繞するように回転対称に配置できる。完全性のために、機能区分は、い
くつかの接続器又は開口を備えることができ、原則として、これらは、少なくとも好まし
くは回転対称設計及び構成とすべきであることを述べる。
　一実施形態によれば、少なくとも１つの機能区分は、凹部／陥没部を備え、凹部／陥没
部は、粉体チャンバの、特に対応する横表面を介した横への変位を防止できる。凹部／陥
没部は、ステーション上で対応適合する相手部品がこの凹部／陥没部に係合するように形
成され、粉体チャンバを、特に回転軸にわたっても確実に締結又は保持可能にする。一実
施形態によれば、例えば、機能区分は、窪んだ凹部／湾曲部を有する。更に、中心配置陥
没部は、有利には、粉体チャンバを中心に置くことを可能にする。
【００２６】
　代替的に、少なくとも１つの機能区分は、少なくとも１つの突出部、又は例えば凸形突
出部／突起、又は対応する湾曲部を備えることもでき、凹部／湾曲部に対する上記の説明
が同様に、対応して適用される。
【００２７】
　一実施形態によれば、作動媒体のための上記開口の１つは、機能区分の凹部／陥没部の
領域（又は突起／突出部）の中心に配置される。実際の圧力表面は、開口に対して環状に
回転軸に沿って位置がずれており、粉体チャンバを係止する／粉体チャンバに圧縮応力を
印加するために使用される。したがって、一種の段階的又は機能的分離がもたらされ、当
然、開口／アクセスを適切に封止する力を、凹部／陥没部の領域に印加しなければならな
い／印加できる。適切には、Ｏリング等の封止要素も開口／アクセスに配置する。
【００２８】
　一実施形態によれば、粉体チャンバは、少なくとも部分的に、特に外周の周りに磁気を
帯びているか、又は磁気領域若しくは区分を有する。このことにより、少なくとも部分的
な囲繞磁気リングの筐体への締結を可能にする。このリングは、封止体に貼り付けるか又
は第１の機能区分若しくは底板を介して支持できる。
【００２９】
　本発明は、特に粉体研磨デバイスのためのステーションにも関し、ステーションは、２
つの実質的に反対側の接続区分、特に１つの下側接続区分及び１つの上側接続区分を備え
、接続区分は、押込み又は非押込み式に保持するか、又は粉体チャンバ、特に本発明によ
る２つの機能区分を有する粉体チャンバを配置するように設計する。
　ステーションに関して、上記の説明が適用され、上記の説明に従って、ステーションは
、圧力及び流速を調節する適切な動作要素を備える粉体研磨デバイス自体であってもよい
。代替的に、ステーションは、上述の特徴を有する別のデバイスとの接続もでき、ステー
ションがそれ自体として実質的に粉体チャンバを配置、供給するようにのみ働くようにす
る。
【００３０】
　一実施形態によれば、各接続区分は、粉体チャンバの適切に構成した機能区分内に係合
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するように設計した少なくとも１つの突出部／突起を備える。既に述べたように、ここで
、機能区分は、１つ又はいくつかの適切な凹部／陥没部を適切に備える。当然、概念は、
機能区分が突起／突出部を備えるように逆にすることもできる。
【００３１】
　一実施形態によれば、ステーションは、固定機構を備え、固定機構は、接続区分の少な
くとも１つを、特にもう一方の機能区分の方向に移動させるように構成され、これにより
、特に２つの機能区分を互いに支持又は固定することによって、粉体チャンバを係止でき
る。一実施形態によれば、固定機構は、空気式システムであってもよい。適切に設計した
伝動装置を有する電気モータに基づく機械式システムも可能である。ユーザが手で操作で
きる機械式レバー・システムを備えることもできる。この場合、ユーザは、粉体チャンバ
をステーションに挿入した後、レバーを動かし、ステーションを手動で支持又は固定する
。
【００３２】
　適切には、ステーションは、接続区分を備える架台構造体を備える。一実施形態によれ
ば、架台構造体は、実質的にＵ字形状設計のものであるか、又は弓形部として形成でき、
２つの短めの「腕部」が接続区分を囲繞し、２つの腕部は、粉体チャンバに沿って、粉体
チャンバのそばに実質的に延在するウェブによって接続される。このことにより、粉体チ
ャンバへの非常に良好なアクセスを可能にし、粉体チャンバの配置を容易にする。
　好ましくは、架台構造体は、架台構造体の変形を伴わずに粉体チャンバへの係止を可能
にする十分な剛性を有する。適切には、架台構造体は、硬いプラスチックから作製される
が、特に、アルミニウム又は鉄鋼等の金属から作製される。有利には、架台構造体は、一
種の枠組として、又は必要な剛性をもたらす適切な筋交いにより構築することもできる。
【００３３】
　既に述べたように、粉体チャンバは、例えば、ステーションのそれぞれの接続区分の間
にチャンバを保持、係止する約５から８００Ｎまでの外力に設計される。この外力は、粉
体チャンバを係止するのに必要な力又は圧力、即ち、特に外側に印加される圧力である。
そのような力は、例えば空気式デバイスの起動によって、機能区分の一方又は両方の反対
側の接続区分の１つにおいて、例えば、下側接続区分の下で、１から５．５バールの圧力
で印加できる。そのような圧力は、閉鎖要素が外れる及び／又は粉体がこぼれるのを防止
するために、チャンバの内圧（静圧）よりも高いように設計する。
【００３４】
　動作中、粉体チャンバは、それ自体でも（即ち、内側）加圧され、静圧と作動圧との間
を区別できる。作動圧は、媒体／粉体がノズルを離れる際の粉体チャンバ内の圧力である
一方で、静圧は、媒体／粉体がノズルを離れないが粉体チャンバが圧力下にある際の粉体
チャンバ内の圧力である。作動圧は、通常、静圧よりも小さい。
【００３５】
　静圧のための典型的な値は、約２から５バールの範囲内であり、好ましくは約２．５か
ら４．５バールの間である。作動圧のための値は、約１．５から３．５バールの範囲内で
あり、好ましくは約１．７から３．２バールの間である。
【００３６】
　静圧を急激に増大させるのではなく、例えば、１つ又は複数のステップで増大させるこ
とが有利であることが判明している。このことは、粉体チャンバ内の圧力が最初に、例え
ば約２バールまで増大し、次に、粉体チャンバ内の圧力が安定する一定の待機期間の後、
圧力を所望の標的示度まで増大させることを意味する。好ましい実施形態では、挿入体／
粉体容器は、粉体チャンバ内に配置又は挿入される。
　粉体チャンバ内の圧力は、圧力が挿入体にも影響を与えるため、挿入体の構成に影響を
及ぼす。粉体チャンバ内の圧力が急激に増大した場合、挿入体は、粉体チャンバに対して
固定できる。静圧が段階的又は傾斜形状に増加すると、静圧を有利に相殺できる。
【００３７】
　代替的に、接続区分の少なくとも１つに、例えばばね機構を介して適切な様式で圧縮応
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力を印加することを規定でき、これにより、粉体チャンバに圧縮応力を非常に簡単に印加
可能にする。この場合、粉体チャンバは、挿入時に直接固定され、更なるステップを一切
必要としない。
【００３８】
　別の実施形態によれば、接続区分は互いに対して、粉体チャンバが係止されていない限
り、最初は「自立」するように設計又は構成される。
【００３９】
　原則的に、粉体チャンバ及びステーションに関して、粉体チャンバの固定又は支持は、
粉体チャンバの封止に影響を与えるだけでなく、ステーションの接続区分に対する粉体チ
ャンバの機能区分の封止にも影響を与えることを本明細書で述べるべきである。したがっ
て、機能区分の開口に対する接続区分は、適合設計された入口／出口を備える。
　一実施形態によれば、例えば粉体チャンバの第１の機能区分に適合設計した下側接続区
分は、粉体チャンバに空気／圧縮空気を供給するための、対応する接続部又は入口を備え
る。粉体チャンバの第２の機能区分に適切に適合設計した上側接続区分は、粉体・圧縮空
気混合物のための、対応する出口を備える。この場合、粉体チャンバ及びその機能区分の
回転対称設計は、やはり有利であり、ユーザが誤ることがほぼないため、粉体チャンバの
ステーション内への迅速な配置を可能にする。
【００４０】
　一実施形態によれば、両方の接続区分は、実質的に丸く、特に円形であり、対応する機
能区分の直径を少なくともわずかに突出させるような寸法であり、接続区分から機能区分
にかなり均一な圧力又は力の印加を可能にする。
【００４１】
　適切には、ステーションは、粉体チャンバ上の上記磁石又は磁気リングと相互作用する
磁気区分又は磁石を有する。この磁気区分又は磁石は、粉体チャンバをステーション内に
配置した際に粉体チャンバを正しい位置に自動的に引き入れる。
【００４２】
　適切には、ステーションは、例えばソケット又はボルトの形態の１つ又は複数の配置手
段を備え、配置手段は、粉体チャンバの位置を決定する又は位置を合わせるように働き得
る。
【００４３】
　一実施形態によれば、ステーションは、粉体チャンバの配置を促進するように設計した
配置補助具を備え、配置補助具は、磁気領域及び少なくとも１つの配置手段を備える。
【００４４】
　本発明は、粉体研磨デバイスを動作させる方法にも言及し、方法は、粉体チャンバ、特
に本発明による粉体チャンバを、ステーション、特に本発明によるステーション又は粉体
研磨デバイス内に配置するステップ、粉体チャンバを固定又は支持するステップ、圧縮空
気を粉体チャンバに導入するステップ、を含む。
【００４５】
　したがって、本発明による方法若しくは粉体チャンバ及び／又は本発明によるステーシ
ョンは、粉体チャンバの非常に安全な動作を可能にし、特に、粉体チャンバが依然として
圧力下にある際に粉体チャンバがステーションから外れることを防止可能にする。
　方法は、圧力が粉体チャンバから解放されている場合にのみ、粉体チャンバがステーシ
ョンから解放されるように設計される。例えば、一実施形態によれば、上記固定機構は、
固定機構が、粉体チャンバ内の圧力が解放された後にのみ粉体チャンバを「自由にする」
ように設計する。機能区分／接続区分に対して説明した形態は、ユーザが、特に回転軸上
で粉体チャンバを単に「引き出す」ことを防止する。適切には、ステーションは、システ
ムが圧力下にあるかどうかを表示する光ユニット等を備える。
【００４６】
　粉体チャンバに対して名前を挙げた全ての特徴及び利点は、ステーション及び方法にも
適用され、その逆も同様である。
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【００４７】
　他の利点及び特徴は、添付の図面を参照する、本発明による粉体チャンバ及び本発明に
よるステーションの好ましい実施形態の以下の説明から得られる。個々の特徴は、本発明
の枠組内で互いに組み合わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】粉体チャンバの一実施形態の断面図である。
【図２】粉体チャンバを中に配置したステーションの一実施形態の図である。
【図３】ステーションの一実施形態の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　図１は、筐体１２を備える粉体チャンバ１０を示す。実質的に回転対称設計（回転軸Ｒ
を参照）である粉体チャンバ１０は、第１の下側機能区分２０及び第２の上側機能区分４
０を備える。上側機能区分４０は、閉鎖要素４１によって形成され、閉鎖要素４１は、筐
体１２の上側先細区分によって形成されるアクセス１４内に配置されている。閉鎖要素４
１は、２つの穿孔穴によって形成した出口４２を備える。閉鎖要素４１は、凹部／陥没部
３０も備え、凹部／陥没部３０の領域には、ここではＯリングの形態の封止体５０が設け
られている。また、閉鎖要素４１は、筐体１２に向かって封止要素５０を介して封止され
ている。
　筐体１２と機能区分２０、４０との間の接触表面において、適切な封止表面又は封止壁
（５２）があり、封止表面又は封止壁（５２）は、ここで示す実施形態では、実質的に回
転軸Ｒに沿って又は回転軸Ｒにわたって延在する。筐体１２の中には、挿入体１８及びベ
ンチュリ・ノズル１９が設けられている。挿入体１８は、筐体１２に向かって適切な封止
体５０を介して封止されている。
　下側領域では、粉体チャンバ１０は、第１の機能区分２０を備え、第１の機能区分２０
は、ここで示す実施形態では、挿入体１８の内部に差し込まれ、挿入体１８は、ねじ山５
４により筐体１２に螺入されている。留意すべきは、第１の機能区分２０における封止体
５０が、機能区分４０における封止体５０と同様に設計されていることである。
【００５０】
　このことは、力又は圧力を第１の機能区分２０及び第２の機能区分４０に印加すると粉
体チャンバ１０を封止するという単純な方法である。底板２１として設計した第１の機能
区分２０は、空気、特に圧縮空気のための入口２２を備え、封止体５０は、入口２２に同
心状に設けられている。入口２２の領域では、底板２１は、適切な凹部／陥没部３０も備
え、凹部／陥没部３０は、特に、対応適合するように設計したステーション、又は対応適
合するように設計した粉体研磨デバイス内に粉体チャンバ１０を配置するように働く。特
に、凹部／陥没部３０の横表面３２は、粉体チャンバ１０が、例えばステーションから引
き出されることを防止できる。
　底板２１の上には、循環磁気リング１５が設けられ、循環磁気リング１５は、ステーシ
ョン又は粉体研磨デバイス内への粉体チャンバ１０の配置を促進することを意味する。第
１の機能区分２０は、直径ｄ２０を有する一方で、第２の機能区分４０は、直径ｄ４０を
有する。最後に、これらの直径から得られるのは、力印加区分又は圧力表面２０’及び４
０’であり、力印加区分又は圧力表面２０’及び４０’を介して、力／圧力が印加され、
粉体チャンバ１０を支持又は固定できる。
【００５１】
　本発明の一実施形態による開口４２は、一方の機能区分２０からもう一方の機能区分４
０に向けられる軸Ｒに平行な中心開口であり、粉体チャンバ１０の内側に対向する、粉体
と空気とを混合する混合出口４４は、そのような軸Ｒに角度を付けて、好ましくは軸Ｒに
直交して配置されている。
　このような構成により、ベンチュリ・ノズルを出る粉体／空気混合物がそのような出口
４４に衝突し、不均一な流れをもたらすが、粉体／空気混合物は、そのような混合出口４
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４を通って、混合物の均一な分配を達成できる領域で、通常は上側機能区分４０の中心か
ら離間して横方向に粉体チャンバを離れる。
【００５２】
　図２は、粉体チャンバ１０を中に配置したステーション６０の一実施形態を示す。この
粉体チャンバ１０の基本構造は、図１から既知であるものと同じであり、したがって、詳
述は不要である。しかし、粉体チャンバ１０の磁気リング１５があり、磁気リング１５は
、図２では、ステーション６０内に設けた磁気領域６４と適切に相互作用するように示さ
れていることに留意されたい。このことにより、粉体チャンバ１０をステーション６０内
に容易に「引き込み」可能にする。
　ステーション６０は、下側接続区分６１及び上側接続区分６２を備え、ここに示す実施
形態では、下側接続区分６１及び上側接続区分６２は、両方とも適切な突出部／突起６５
を備える。このことにより、対応設計した第１の機能区分２０又は対応設計した第２の機
能区分４０との理想的な相互作用を可能にする。ステーションは、実質的にＵ字形である
ため、粉体チャンバをねじ式クランプのように囲繞できる。ステーションに適切な強度／
剛性を与える架台構造体は、簡単にするためにここでは図示しない。突出部／突起６５、
及び機能区分２０、４０内の対応する凹部／陥没部３０は、粉体チャンバ１０を正確な位
置に配置及び係止又は締結可能にする。
　上側接続区分６２は、粉体・空気混合物の対応する出口６７を備え、点線の矢印は、ス
テーション６０が、粉体・空気混合物を取り出すための、対応する接続部又は出口を備え
得ることを示すに過ぎない。ここで示すように、この取出しは、上側に導きデバイスから
出すものであってもよいが、代替的に、デバイス内の任意の他の場所で外側に向けて取り
出すこともできる。下側接続区分６１及び／又は上側接続区分６２を粉体チャンバ１０の
回転軸Ｒに沿って移動させるように設計した固定機構は、ここでは図示しない。しかし、
下側接続区分６１の領域の点線は、例えば、移動を底部に向け得ることを示し、これによ
り、粉体チャンバ１０をステーション６０から容易に取り外すことを可能にする。
【００５３】
　図３は、同様に実質的にＵ字形状であるステーション６０の斜視図を示す。下側接続区
分６１は、突起６５を有することがわかる。粉体チャンバの一構成は、粉体チャンバを、
対応する上側接続区分（ここでは図示せず）において、第２の（上側）機能区分によって
ステーション１０に挿入し、次に、磁石６４を介して、スタッド／ペグ６３によって、下
側接続区分６１上の正確な位置に自動的に引っ張るようにできる。一方で、ユーザは正確
な配置を注視する必要がない。適切には、ステーション６０は、例えば、粉体チャンバが
圧力下にあることを示し得る光源６８も備える。光源６８は、適切に透明であるか又は少
なくとも部分的に透明である粉体チャンバの内部を照らすために使用することもでき、こ
れにより、例えば、充填レベルの非常に正確な読取りを可能にする。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　粉体チャンバ
　１２　筐体
　１４　アクセス
　１５　磁気区分、磁気リング
　１８　挿入体
　１９　ベンチュリ・ノズル
　２０　第１の機能区分
　２０’　力印加領域、圧力表面
　２１　底板
　２２　開口、入口
　３０　陥没部、凹部
　３２　横表面
　４０　第２の機能区分
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　４０’　力印加領域、圧力表面
　４１　閉鎖要素
　４２　開口、出口
　４４　混合物出口
　５０　封止体、Ｏリング
　５２　封止壁、封止表面
　５４　ねじ山
　６０　ステーション
　６１　下側接続区分
　６２　上側接続区分
　６３　ペグ、スタッド
　６４　磁気領域、磁石
　６５　突出部、突起
　６６　入口
　６７　出口
　６８　光源
　ｄ２０　第１の機能区分の直径
　ｄ４０　第２の機能区分の直径
　Ｒ　回転軸

【図１】 【図２】
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